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１ 開  会    令和８年４月16日     午後２時05分 

    閉  会        令和８年４月16日     午後３時33分 

 

２ 出席委員等 

 

前 川 教 育 長 小 畑 委 員  安 岡 委 員   藤 本 委 員   

 

鈴 鹿 委 員    

 

３ 欠席委員 

   

  植 木 委 員 

 

４ 出席事務局職員 

 

大路 教育次長 

 

山下  教育監 

 

仲井  管理部長  

 

相馬  指導部長  

南   総務企画課長  吉岡  教職員人事課長  

 

山本 総合教育センター所長 

 

瀬津 総務企画課主幹兼係長 

 

中村 総務企画課主事  

  

  

  

 

  

  

  

 

  



                                          

５ 議事の大要 

 

(1) 開会 

教育長が開会を宣言 

 

(2) 報告事項 

   

ア 南丹市立小学校児童の行方不明事案について 

         

【山下教育監の報告】 

〇 標記について、報告する件である。 

 

【質疑応答】 

 〇 鈴鹿委員 

   小学校へのスマートフォン等の持ち込みは、学校判断で禁止としているのか。 

 

 〇 山下教育監 

    文部科学省からの通知で、小学校への持ち込みは、原則禁止となっている。た

だし、登下校時の安全確保や必要性がある時に限り、保護者からの申し出で、例

外的に持ち込みを承認している。 

 

 〇 藤本委員 

    報道関係者による接触が児童のストレスとならないよう、対策を講じてもらい

たい。 

 

 〇 山下教育監 

    警察と連携し対策を考えていく。 

 

 〇 前川教育長 

    地域住民の方々とも連携し、長期的な見守り活動を実施していきたい。 

 

  イ 臨時代理議決の報告について【非公開】 

    ・第 16 号議案 令和８年度小・中・義務教育学校校長の人事異動について 

    ・第 17 号議案 令和８年度小・中・義務教育学校校長の人事異動について                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

（3）議決事項 

 

   ア 第 19 号議案 個人情報の保護に関する法律施行細則の一部を改正する規則の制定

について                                                                                                   

  

     【南総務企画課長の説明】 

    〇 標記について、決定する件である。 

 

    ［原案どおり可決］ 



                                          

  イ 第 20 号議案 教育委員会事務局管理職の人事異動について【非公開】 

 

〔原案どおり可決〕 

 

 (4) その他 

  ア 公開しないこととする議決について 

    （京都府教育委員会会議規則第 15 条第１項第１号） 

    議決事項について、全出席委員異議なく、公開しないこととすることを議決 

 

(5) 閉会 

教育長が閉会を宣告 


